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第２９回相馬市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 令和２年１１月１１日（水）午後２時から午後２時４８分 

２．開催場所 相馬市役所  正庁（３階） 

３．出席した農業委員（１０人） 

 会    長 １４番 前 川 正 人 

 委    員    ２番 唯 野 哲 夫     ３番 目 黒 正 一 

５番 佐 藤 雄 一       ７番 丹 野 義 基 

９番 岩 本 一 夫       １０番 後 藤 義 昭 

             １１番 山 田 秀 晴    １２番 武 島 竜 太  

          １３番 佐 藤 陽 子 

 

４．出席した農地利用最適化推進委員（１０人） 

中村地区 荒   徳 吉   八幡地区 伊 東 一 夫 

  山上地区 伊  東     登   飯豊地区  遠 藤 和 則 

大野地区 大和田  義  一     磯部地区 海 月 裕 真 

日立木地区 桑 折 好 行   八幡地区  佐 藤 辰 雄   

大野地区 杉   健 一    飯豊地区 堀 川   馨 

 

５．欠席した農業委員（１人）         

６番 三 國 実 加       

        

６．欠席した農地利用最適化推進委員（２人）   

 玉野地区 島   信 文     中村地区 渡 部 一 義 

  

７．遅参した農業委員（０人）  

                   

８．遅参した農地利用最適化推進委員（２人） 

       山上地区 伊  東     登   日立木地区 桑 折 好 行 

 

９．農業委員会事務局職員 

  事務局長            四 栗 和 広 

  事務局次長兼農業振興係長       渡 部 賢 治 

  事務局農地係長         佐々木 国 秀 

  事務局主事           芳 賀 純 平 
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１０．日程 

 

日程第１．諸般の報告 

日程第２．議事録署名委員の指名 

日程第３．会期の決定 

日程第４．議事 

 

報告第１号 専決処分について 

（１）時効取得を原因とする農地の権利移転又は設定の登記事案調査に 

ついて 

   

報告第２号 報告事項について 

（１）農地転用許可に係る工事進捗状況報告について 

（２）農地転用許可に係る工事完了報告について 

（３）農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理について 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第３号 現況確認証明申請について 

議案第４号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断に   

ついて 

議案第５号 農地等利用最適化推進施策に関する意見書（案）について 

議案第６号 相馬市農業委員会農地移動適正化あっせん基準の変更につ 

いて  
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１１．会議の概要 

 

事務局長   それでは、定刻になりましたので、全員ご起立を願います。 

一同「礼」。着席願います。 

 

議 長    本日は、第２９回相馬市農業委員会総会を招集しましたところ、

委員各位には、ご出席をいただきましたことに御礼を申し上げま

す。 

それでは、本日出席の農業委員数は、農業委員会等に関する法律

第２７条第３項に規定する過半数に達しておりますので、直ちに

第２９回相馬市農業委員会総会を開会いたします。 

       本日の欠席の届出は、農業委員６番三國実加委員、農地利用最適

化推進委員島信文委員、渡部一義委員。続いて、遅参の届出は、農

地利用最適化推進委員伊東登委員、桑折好行委員であります。 

              日程第１、諸般の報告を行います。事務局より報告を願います。

局長。 

 

事務局長   それでは、私のほうから、先月総会日以降の諸般について、ご報

告申し上げます。１０月１２日月曜日でありますが、総会後に農業

振興委員会を開催しております。農業振興委員会では、農地等利用

最適化推進施策に関する意見書案について協議しております。１

０月１５日木曜日でありますが、玉野公民館において、農地法・農

振法についての打合せ会を開催し、後藤委員、島委員、係長が出席

しております。１０月２０日火曜日でありますが、農業委員・農地

利用最適化推進委員の募集受付が開始され、１１月１９日木曜日

まで、１ヶ月間の募集期間となっております。１０月２６日月曜日

でありますが、杉妻会館において、福島県農業会議第３２回理事会

及び第５６回常設審議委員会が開催され、会長が出席しておりま

す。１０月２９日木曜日でありますが、議案を配布させていただい

ております。１１月５日木曜日でありますが、本日の総会に向けて、

現地調査を行っております。なお、１０月２９日、閉会中の市議会

産業建設常任委員会が開催されましたので、併せてご報告申し上

げます。報告は以上でございます。 

 

議 長    次に日程第２、議事録署名委員の指名を行います。３番目黒正一

委員、５番佐藤雄一委員、ご両名を指名いたします。 
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次に日程第３、会期の決定についてお諮りいたします。会期は、

本日１日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

（ 「異議なし。」との声  ） 

 

議 長    ご異議なしと認めます。 

       よって、会期は、本日１日間と決定いたしました。 

       次に日程第４、議事に入ります。報告第１号専決処分についてを

議題といたします。（１）時効取得を原因とする農地の権利移転又

は設定の登記事案調査について、事務局より説明を求めます。事務

局。 

 

事務局    報告第１号専決処分について、ご説明申し上げます。（１）時効

取得を原因とする農地の権利移転又は設定の登記事案調査につい

て、時効取得を原因とする登記申請が行われたため、福島地方法務

局相馬支局登記官から通知がありました。通常、耕作目的で農地の

所有権移転をする場合は、農地法第３条申請を提出し、許可を得る

必要がありますが、時効取得については、農地を相続する場合と同

様、民法の規定により所有権が移転されます。備考欄に民法第１６

２条第１項の条文を記載しておりますので、ご確認いただきたい

と思います。 

       それでは、１番案件についてご説明いたします。令和２年１０月

２３日に、１３番佐藤陽子委員と事務局で、登記権利者及び登記義

務者から事実関係の聴取をしたところでございます。今般、登記義

務者から登記権利者へ所有権を移転するもので、占有の経過につ

きましては、議案書に記載のとおりでございます。調査の結果、登

記権利者が２０年間、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の

農地を占有、管理しており、農地に係る時効取得の要件を満たして

いることを確認いたしました。事務局の説明は以上でございます。 

 

議 長    質疑ありませんか。ご発言願います。 
 

（ 「なし。」との声  ） 

 

議 長    質疑なしと認めます。本件については、事務局報告のとおり承認

されました。 
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       次に、報告第２号報告事項についてを議題といたします。（１）

農地転用許可に係る工事進捗状況報告について、（２）農地転用許

可に係る工事完了報告について、（３）農地法第３条の３第１項の

規定による届出書の受理について、事務局の説明を求めます。事務

局。 

 

事務局    報告第２号報告事項について、事務局よりご報告いたします。

（１）農地転用許可に係る工事進捗状況報告について、今月は２件

の報告を受理いたしました。概要につきましては、議案書記載のと

おりでございます。（２）農地転用許可に係る工事完了報告につい

て、今月は１９件の報告を受理いたしました。概要につきましては

議案書記載のとおりでございます。（３）農地法第３条の３第１項

の規定による届出書の受理について、今月は３件の届出を受理い

たしました。権利取得事由につきましては、いずれも相続による農

地の取得となっており、農業委員会によるあっせん等の希望はご

ざいません。なお、今報告事項における完了報告の提出が多い理由

につきましては、９月末に事務局より、工事完了予定日が経過した

にも関わらず、工事完了報告の提出が無かった転用事業者に対し

て、工事完了報告の提出の催促通知をしたことによることも併せ

てご報告申し上げます。事務局からの説明は以上でございます。 

 

議 長    質疑ありませんか。ご発言願います。 
 

（ 「なし。」との声  ） 

 

議 長    質疑なしと認めます。本件については、事務局報告のとおり承

認されました。 

       次に、議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について

を議題といたします。地区担当委員より調査の報告を願います。

番号１番について、２番唯野哲夫委員お願いします。 

 

２ 番    議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について、ご報

告申し上げます。１番案件ですが、申請人、申請地等につきまして

は、議案書に記載のとおりです。去る１１月５日に、１０番委員、

１１番委員、１２番委員、地区担当の推進委員、事務局とともに現

地調査を行いましたので、その結果をご報告申し上げます。権利の
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設定内容は、所有権の移転（贈与）になります。譲受人の農業機械

の所有状況、世帯における従事者と従事状況、経営面積については、

議案書に記載のとおりです。譲受人には不耕作地がないことを、現

地調査により確認いたしました。よって、許可基準第１号、第４号

については、要件を満たしております。次に、許可基準第２号農地

所有適格法人要件についてでありますが、譲受人は個人であるた

め、非該当であります。次に、許可基準第３号信託契約の有無につ

いてでありますが、議案書に記載のとおり該当ありません。次に、

許可基準第５号下限面積要件については、譲受人の経営農地は、５

０アール以上であり、要件を満たしております。次に、許可基準第

６号借入地の転貸、質入れの有無についてでありますが、譲受人に

借入地の転貸、質入れの事実はないため、非該当であります。最後

に、許可基準第７号地域調和要件でありますが、議案書に記載のと

おりでありますので、地域の調和が損なわれるような問題はござ

いません。よって、許可相当であると判断いたしました。なお、地

区担当の推進委員からも、現地調査にて意見なしとの回答をいた

だいております。また、この案件についてでありますが、１１月３

日に本人に会って聞き取り調査をしております。以上のことから、

許可相当と判断いたしました。以上でございます。 

 

議 長    続いて、番号２番、３番について、地区担当委員より調査の報

告を願います。１３番佐藤陽子委員お願いします。 

 

１３番    議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について、２番

案件、３番案件について、関連がありますので、一括してご報告申

し上げます。去る１１月１日に２番案件、３番案件の申請人、お二

人を訪問し、聞き取りを行っております。申請人、申請地等につき

ましては、議案書に記載のとおりでございます。去る１１月５日に、

１０番委員、１１番委員、１２番委員、地区担当の推進委員、事務

局とともに、現地調査を行いましたので、結果を報告いたします。

権利の設定内容は、お互いに所有権の移転（交換）になります。２

番案件及び３番案件の譲受人の農業機械の所有状況、世帯におけ

る従事者と従事状況、経営面積については、議案書に記載のとおり

です。譲受人には不耕作地がないことを、現地調査により確認して

まいりました。よって、許可基準第１号、第４号については、要件

を満たしております。次に、許可基準第２号でありますが、譲受人
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は個人であるため、非該当であります。次に、許可基準第３号につ

いてですが、議案書に記載のとおり該当ありません。次に、許可基

準第５号については、譲受人の経営農地は、５０アール以上であり、

要件を満たしております。次に、許可基準第６号についてですが、

譲受人に転貸の事実はないため、非該当であります。最後に、許可

基準第７号地域調和要件でありますが、議案書に記載のとおりで

ありますので、地域の調和が損なわれるような問題はございませ

ん。よって、許可相当であると判断いたしました。なお、地区担当

の推進委員からも、現地調査にて意見なしとの回答をいただいて

おります。以上でございます。 

 

議 長    続いて、事務局より補足説明を求めます。事務局。 

 

事務局    議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について、２番

案件及び３番案件について事務局より補足いたします。 

こちらの申請は、お互いの所有農地を交換するものとなってお

ります。また、同じ種類の固定資産を交換した場合、譲渡所得税が

課税されない、固定資産の交換の特例を受けることができること

も併せて申し上げます。事務局からの補足説明は、以上でございま

す。 

 

議 長    質疑ありませんか。ご発言願います。 

 

（ 「なし。」との声  ） 

 

議 長    質疑なしと認めます。次に討論に入ります。 

ご発言願います。 

 

（ 「なし。」との声  ） 

 

議 長    討論なしと認めます。採決いたします。 

       本件に関し、許可することにご異議ありませんか。 

 

（ 「異議なし。」との声  ） 

 

議 長    ご異議なしと認めます。よって、議案第１号農地法第３条の規定
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による許可申請については、原案のとおり可決いたします。 

       次に、議案第２号農地法第５条の規定による許可申請について

を議題といたします。事務局より審査内容等について、説明を求め

ます。事務局。 

 

事務局    議案第２号農地法第５条の規定による許可申請について、事務

局より審査内容等をご説明申し上げます。 

１番案件ですが、申請人及び申請地は、議案書に記載のとおりで

ございます。権利の取得者が、農業用倉庫、通路拡張用地を整備す

るものであり、工事期間は、許可の日から１０ヶ月を予定しており

ます。権利の移転設定の内容は、所有権の移転（売買）になります。

転用許可基準第３号転用事業の確実性は、議案書記載のとおりで

ございます。書類審査の結果は、各項目ともに問題ないと判断いた

しました。以上でございます。 

 

議 長    続いて、調査担当委員より調査の報告を願います。担当委員挙手

願います。１０番後藤義昭委員お願いします。 

 

１０番    議案第２号農地法第５条の規定による許可申請について、１番

案件について、去る１１月５日に、１１番委員、１２番委員、地区

担当の推進委員、事務局２名とともに現地調査を行いましたので、

担当委員を代表して調査結果を報告いたします。申請人、申請地等

については、議案書に記載のとおりであります。転用後の用途は、

農業用倉庫・通路拡張用地であります。権利の内容は、所有権の移

転（売買）であります。許可基準第１号の立地基準について、申請

地は、周囲を山林、宅地等で囲まれた概ね１０へクタール未満の小

集団農地であり、その他の農地であることを現地調査で確認し、第

２種農地と判断いたしました。許可基準第２号の申請地以外での

事業可否については、自宅に隣接した用地が必要なため、他の場所

では不可能と判断いたしました。以上のことから、立地基準は満た

しております。続いて、許可基準第４号は、議案書に記載のとおり

の対策で、周辺農地への影響、支障はないものと判断いたしました。

以上のことから、許可相当と判断いたしました。また、地区担当の

推進委員からも、現地調査にて、意見なしとの回答をいただいてお

ります。以上です。 
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議 長    質疑ありませんか。ご発言願います。 

 

（ 「なし。」との声  ） 

 

議 長    質疑なしと認めます。次に討論に入ります。 

       ご発言願います。 

 

（ 「なし。」との声  ） 

 

議 長    討論なしと認めます。採決いたします。 

       本件に関し、許可相当とすることにご異議ありませんか。 

 

（ 「異議なし。」との声  ） 

 

議 長    ご異議なしと認めます。よって、議案第２号農地法第５条の規定

による許可申請については、原案のとおり可決いたします。 

次に、議案第３号現況確認証明申請についてを議題といたしま

す。調査担当委員より調査の報告を願います。担当委員挙手願いま

す。１１番山田秀晴委員、お願いします。 

 

１１番    議案第３号現況確認証明申請について、１番案件から３番案件

までの３件についてご報告申し上げます。去る１１月５日、１０番

委員、１２番委員、事務局とともに現地調査を行いました。申請地

は、議案書に記載のとおり、現況は１番案件、２番案件は、ともに

山林、３番案件は、原野と判断いたしました。よって、申請地目の

とおり、証明書を交付することが妥当であると判断しました。以上

報告いたします。 

 

議 長    次に、事務局より補足説明を求めます。事務局。 

 

事務局    特にございません。 

 

議 長    質疑ありませんか。ご発言願います。 

 

（ 「なし。」との声  ） 
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議 長    質疑なしと認めます。次に討論に入ります。 

       ご発言願います。 

 

（ 「なし。」との声  ） 

 

議 長    討論なしと認めます。採決いたします。 

       本件に関し、委員報告のとおり証明することにご異議ありませ

んか。 

 

（ 「異議なし。」との声  ） 

 

議 長    ご異議なしと認めます。よって、議案第３号現況確認証明申請に

ついては、委員報告のとおり証明することに決せられました。 

       次に、議案第４号農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否

かの判断についてを議題といたします。本件に関し、番号１番から

番号２１番までの２１件について、相馬市農業委員会会議規則第

８条の規定により、一括議題といたしたいと存じますがご異議あ

りませんか。 

 

（ 「異議なし。」との声  ） 

 

議 長    ご異議がないようですので、一括議題といたします。事務局より

説明を求めます。事務局。 

 

事務局    議案第４号農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判

断について、事務局よりご説明いたします。参考資料と赤字で書か

れた資料の裏面をご覧ください。こちらは農林水産省通知におけ

る非農地判断手続きの流れを図解で示したものになります。こち

らの図の赤枠で囲まれた「農地」に該当するか否かの判断という箇

所について、これから議決していただく訳ですが、判断の流れとい

たしましては、毎年農業委員会で実施している利用状況調査にて、

農地としての復旧が困難及び耕作が難しい農地、いわゆるＢ分類

農地として判断された農地について、所有者の方に対し非農地判

断を行う旨の事前通知をさせていただきます。その後、農業委員会

で対象地の現地調査を行い、総会にて「農地」に該当するか否かの

判断について議決をしていただきます。なお、農地に該当するか否
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かの判断基準につきましては、現況確認証明申請と同様の判断基

準となっております。次に、非農地と判断された土地につきまして

は、土地所有者に対して「非農地通知書」を交付するとともに、法

務局へ「非農地通知一覧表」を送付することとされています。それ

では、資料を裏返していただき、参考資料と赤字で書かれた資料を

表にしてご準備ください。事務局からの説明は以上でございます。 

 

議 長    続いて、調査担当委員より調査の報告を願います。担当委員挙手

願います。１２番武島竜太委員お願いします。 

 

１２番    議案第４号農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判

断について、去る１１月５日、１０番委員、１１番委員、事務局２

名とともに現地調査を実施しましたので、その結果を報告いたし

ます。番号１番から番号２１番までを、順に読み上げます。１番を

山林、２番から５番までを原野、６番から８番までを山林、９番及

び１０番を原野、１１番から２１番までを山林と判断いたしまし

た。よって、すべて非農地であると判断いたしました。以上です。 

 

議 長    質疑ありませんか。ご発言願います。 

 

（ 「なし。」との声  ） 

 

議 長    質疑なしと認めます。次に討論に入ります。 

       ご発言願います。 

 

（ 「なし。」との声  ） 

 

議 長    討論なしと認めます。採決いたします。 

       本件に関し、委員報告のとおり「非農地」と判断することにご異

議ありませんか。 

 

（ 「異議なし。」との声  ） 

 

議 長    ご異議なしと認めます。よって、議案第４号農地法第２条第１項

の「農地」に該当するか否かの判断については、委員報告のとおり

「非農地」と判断することに決せられました。 



 12 

 

       次に、議案第５号農地等利用最適化推進施策に関する意見書（案）

についてを議題といたします。農業振興委員会委員長より説明を

願います。佐藤雄一農業振興委員会委員長お願いします。 

 

農業振興   それでは、議案第５号農地等利用最適化推進施策に関する意見

委員長   書（案）についてご説明いたします。先月の総会終了後に、農業振  

興委員会を開催し、農業委員会としての意見書（案）を取りまとめ

ましたので、議案書の１６ページから１９ページをご覧いただき

たいと思います。農業を取り巻く状況が一層厳しさを増す中、意見

書の項目として、項目１、農地・農業用施設災害の早期復旧につい

て、項目２、耕作放棄地の発生防止・解消策について、項目３、担

い手の育成・支援について、項目４、農業生産基盤の整備について、

項目５、有害鳥獣対策の強化について、以上の５項目を市長に提出

する意見書（案）としてまとめさせていただきました。なお、字句

等の整理は事務局にお願いしましたので、詳細については、事務局

より補足説明をお願いいたします。以上です。 

 

議 長    続いて、事務局より補足説明を求めます。事務局。 

 

事務局    それでは、議案第５号農地等最適化推進施策に関する意見書（案）

について、補足説明いたします。農業委員及び農地利用最適化推進

委員の皆さまから提出していただいたご意見を踏まえ、市の施策

にぜひ取り入れて欲しい、喫緊の課題について、農業振興委員会で

協議し、意見書（案）として取りまとめさせていただきました。 

意見書の項目につきましては、農業振興委員会委員長報告のと

おり、大きく５項目となります。意見書の項目を朗読いたしますの

で、議案書の１６ページをご覧いただきたいと思います。 

項目１番、農地・農業用施設災害の早期復旧について、令和元年

東日本台風による豪雨により、本市においては、約６５０ｈａの農

地が冠水したほか、農地への土砂流入をはじめ畦畔や農道の崩落、

農業用施設や農業機械の浸水など、大きな被害を受けており、早急

な災害復旧への対応が求められています。①災害復旧事業の迅速

化と作付け不可能な農地への支援策について、現在市内において、

災害復旧事業が急ピッチで進められておりますが、被災により本

年度作付けできなかった農地について、来年度から作付け可能と

なるよう、早急な復旧をお願いしたい。また、来年度も作付けがで
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きない農地に対しては、農業者の生活安定と、耕作意欲の低下を招

かぬよう、今年度と同様に、市の補償等による支援をお願いした

い。 

       次に項目２番、耕作放棄地の発生防止・解消策について、農地を

相続した方が地元に居住していない、いわゆる不在地主が増加し

ており、農地を適正に管理するという意識の低さから、耕作放棄地

の発生につながっています。また、高齢により草刈り作業もままな

らないが、地域に迷惑はかけられず、高い委託料を支払って、何と

か農地の維持管理をしているという方も増加しています。解消面

積を上回るスピードで新たな耕作放棄地が発生しており、所有者

の自己責任だけでは解決できない状況にあります。耕作放棄地の

増加は、病害虫の発生を助長させ、有害鳥獣の巣窟となるなど、周

辺農地への影響が懸念され、実効性のある発生防止・解消策が求め

られています。①耕作放棄地解消に対する支援策について、耕作放

棄地解消策として、山林化・原野化した農地の復元に係る市補助事

業の創設や、地域で草刈りや耕うん作業等を実施する際の燃料代

補助、景観作物等を植える際の種子代や肥料代の経費助成など、市

独自の支援や助成制度を創設していただきたい。また、中山間地域

等直接支払制度や遊休農地等保全対策支援事業等、国や県で実施

している補助事業を分かりやすく情報提供し、地域の農業者が事

業を活用できるよう、積極的なＰＲをお願いしたい。②所有者への

適正管理指導について、農業委員会では農地パトロールを行い、耕

作放棄地の発生防止、解消に努めていますが、市においても、農地

所有者に対して管理意識の向上や適正管理指導の強化を図るとと

もに、耕作放棄地解消に向けて、実効性のある取り組みをお願いし

たい。 

続いて項目３番、担い手の育成・支援について、農業者の高齢化、

後継者不足が深刻さを増し、人・農地プランの実質化において、担

い手を確保することが困難な地域の発生も予測され、担い手の育

成・確保は緊急かつ重要な課題であります。また、国が進める大規

模化施策の一方で、小規模経営農家が設備の更新を機に廃業を考

える状況にあります。定年帰農を含めた、シニア世代の就農や小規

模経営等、多様な担い手も集落での共同活動を支える重要な存在

であります。①新規就農者の育成確保対策について、市内に移住し

て新規に就農するには、農地だけでなく、住居の確保や家賃の支払

い、栽培技術の習得や就農初期の不安定な収入等課題が多く、就農
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意欲はあるものの、一歩が踏み出せない状況にあります。市外から

の新規就農希望者に対して、家賃補助や研修期間中の生活費支援、

農地取得や農機具購入、リースに対する市独自の助成制度の創設

など、新規就農者の育成・確保に向けた環境整備を図っていただき

たい。②シニア世代、小規模経営農家等多様な担い手に対する支援

対策について、国県補助事業の要件に該当しない、シニア世代の新

規就農者や、小規模経営ながらも長期間の営農継続に意欲のある

農家に対し、市独自に農業用施設や機械の導入、更新等を支援する

助成制度を創設していただきたい。 

次に項目４番、農業生産基盤の整備について、市内の農地は、基

盤整備済みであっても、事業実施年度が早い地区を中心に、耕作不

便な狭小区画、幅員の狭い農道、素掘りの土側溝が多数あり、農業

者の労力負担が大きい状態となっております。また、担い手の農業

機械の大型化に伴い、このような条件の悪い圃場では、借り手がな

く、農地利用の集積・集約化が思うように進まない状況にあり、早

急な基盤整備事業の実施が求められています。①基盤整備対策に

ついて、農地利用の集積・集約化を促進させるため、過去に基盤整

備済みであっても、現在の実情に合わない狭小区画農地や土側溝

の水路などについて、年次計画により再度の基盤整備実施を検討

し、国県等に働きかけていただきたい。また、市においても事業実

施に向けて、農地所有者の合意が得られるよう、土地改良区等と連

携し、積極的に意見の調整をお願いしたい。②基盤整備事業に対す

る自己負担の軽減について、農地を相続した者が非農家であった

り、地元に居ないケースが急増しており、基盤整備事業の実施に当

たり、自己負担割合の高さから協力を得られず、結果として事業を

断念せざるを得ない状況にあります。農地所有者の費用負担のな

い形で事業が可能な、農地中間管理機構関連農地整備事業等を活

用した基盤整備事業の実施に向け、国県等へ働きかけをお願いし

たい。 

次に項目５番、有害鳥獣対策の強化について、有害鳥獣の農作物

への被害対策については、電気柵の設置や箱ワナへのセンサー取

付等、農作物の被害防止対策は年々充実してきています。しかし、

イノシシ等の生息域は市内全域に拡大し、生息数も減少にいたっ

ておらず、農業経営に著しい支障をきたしています。①箱ワナセン

サー等捕獲設備の拡充について、捕獲用箱ワナによるイノシシ捕

獲は、市が一定数の箱ワナを確保し、貸与しているところでありま
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すが、生息域が拡大していることから、箱ワナの貸与数を増やすほ

か、効率的に捕獲するため、昨年導入した、箱ワナの動作を受信機

に知らせるシステムの拡充や、赤外線センサーによる檻の開閉装

置の導入等、捕獲設備の拡充を図っていただきたい。②ワイヤーメ

ッシュ（金網）柵への助成について、ワイヤーメッシュ柵について

も、農作物への被害防止の効果が認められることから、市内全域を

対象とした助成制度の構築と、導入に向けた自己負担の軽減策を

含め、積極的な取り組みをお願いしたい。 

以上が、意見書の内容となります。なお、こちらの農地等最適化

推進施策に関する意見書（案）でありますが、本総会でご議決いた

だければ、１１月１６日月曜日に農業委員会会長及び会長職務代

理者、農業振興委員会委員長、同副委員長が市長と面談し、意見書

を提出する予定となっております。以上です。 

 

議 長    質疑ありませんか。ご発言願います。 

 

（ 「なし。」との声  ） 

 

議 長    質疑なしと認めます。次に討論に入ります。 

       ご発言願います。 

 

（ 「なし。」との声  ） 

 

議 長    討論なしと認めます。採決いたします。 

       本件に関し、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 

 

（ 「異議なし。」との声  ） 

 

議 長    ご異議なしと認めます。よって、議案第５号農地等利用最適化推

進施策に関する意見書（案）については、原案のとおり決せられま

した。 

次に、議案第６号相馬市農業委員会農地移動適正化あっせん基

準の変更についてを議題としたします。事務局より説明を求めま

す。事務局。 

 

事務局    それでは、議案第６号相馬市農業委員会農地移動適正化あっせ
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ん基準の変更についてご説明いたします。議案書２４ページから

の新旧対照表と、別紙の議案第６号参考資料を使ってご説明いた

します。お手元にご準備いただければと思います。 

       まず、参考資料をご覧ください。相馬市農業委員会農地移動適正

化あっせん基準の変更について、まず変更の趣旨でございますが、

令和２年３月２６日付で国の農地移動適正化あっせん基準事業要

領が一部改正されており、今回、改正に沿った形での文言等の変更

をするものであります。 

また、農業経営基盤強化促進法に基づく市町村の基本構想が変

更されております。こちらは、去る８月の農業委員会総会におい

て、基本構想の変更について、市から意見を求められ、議案として

取り扱った案件ですので、記憶に新しいかと思います。この基本構

想の中で、別表として、営農類型ごとの経営指標、目標とする面積

等でありますが、こちらが変更となっております。これに沿った形

で、経営面積等を変更するものでございます。 

主な変更点として、法律の改正に伴う法人や団体名の変更、廃止

された事業の削除、文言の整理、そして市基本構想の変更に伴う基

準面積、経営面積の変更となっております。具体的には、１．農地

等の権利を取得させるべき者及びその者の農業を営む者について

の要件では、①実施要領の改正に伴い、権利を取得させるべき者と

して、「農地保有合理化法人」、「農地利用集積円滑化団体」の文言

を「農地中間管理機構」に改める。②農地法施行令の改正により、

規定する条項を「第２条第２項第３号」に改める。③「農業生産法

人」の文言を「農地所有適格法人」に改める。となっております。 

新旧対照表で確認いたしますと、議案書２４ページの上段から

中段にかけて、下線が引いてある部分になります。現行「農業経営

基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第８条第１項に規定す

る農地保有合理化法人及び同法第１１条の２に規定する農地利用

集積円滑化団体（以下「農地保有合理化法人等」という。）並びに」

となっている部分を、変更後、「農地中間管理事業の推進に関する

法律（平成２５年法律第１０１号）第２条第４項に規定する農地中

間管理機構及び」に改めます。 

また、農地法施行令で現行「第１条の６第１項第４号の２に」と

なっている部分を、変更後「第２条第２項第３号に」に改めます。 

さらに、現行「農業生産法人」となっている部分を、変更後「農

地所有適格法人」に改めます。 
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参考資料に戻っていただいて、２．農用地等の権利を取得させる

べき者に対するあっせんの順位では、①実施要領の改正に伴い、農

用地等の権利を取得させるべき者として、新たに「認定就農者」を

加える。②「農地保有合理化法人」の文言を「農地中間管理機構」

に改める。となっております。 

新旧対照表では、同じく２４ページの下段の部分になります。現

行「空欄の下線」となっている部分に「又は認定就農者（農業経営

基盤強化促進法第１４条の４第１項の規定により認定を受けた者

をいう）」を加え、また、現行「農地保有合理化法人」となってい

る部分を、変更後「農地中間管理機構」に改めます。 

参考資料に戻っていただいて、３．農地等の権利を取得させるべ

き農業を営む者が２人以上いる場合のあっせんの順位、４．農業農

村整備事業等との関連上必要と認められる事項では、それぞれ①

事業の廃止及び実施要領改正に伴い、「経営体育成支援計画」「経

営体育成支援事業」の文言を削除となっております。 

新旧対照表では２５ページ、現行「、経営体育成支援計画」を削

除、「、経営体育成支援事業」を削除するものであります。 

参考資料の別表１、基準面積、別表２、経営面積ですが、①、②

にそれぞれ記載のとおり、作目並びに面積の数値を変更するもの

であります。 

新旧対照表の２５ページ、に記載のとおり変更するものであり

ますが、別表１につきましては、備考にあります作物を、市基本構

想の営農類型に合わせ、「麦」を「大豆」に、「にら」を「トマト」

に変更するものであります。 

また、基準面積は、現行は２００５年の農林業センサスを基に市

内の販売農家の平均経営面積を算出し、それを基に算出しており

ました。こちらを、直近２０１５年の農林業センサスに基づき、市

内の販売農家の平均経営面積を基に算出した数値に変更するもの

であります。 

新旧対照表の２６ページ、別表２の経営面積については、別表１

と同様に備考欄の作物名を市基本構想の営農類型に合わせ、「麦」

を「大豆」に、「にら」を「トマト」に変更するとともに、経営面

積の数値を市基本構想の経営指標（目標面積）を基に算出した数値

に変更するものであります。 

なお、変更後の全体の案文が議案書の２１ページから２３ペー

ジになります。ご確認をいただきたいと思います。 
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また、こちらのあっせん基準につきましては、総会で議決後に、

県へ申請を行い、認定を受けることとなります。説明は以上になり

ます。 

 

議 長    質疑ありませんか。ご発言願います。 

 

（ 「なし。」との声  ） 

 

議 長    質疑なしと認めます。次に討論に入ります。 

       ご発言願います。 

 

（ 「なし。」との声  ） 

 

議 長    討論なしと認めます。採決いたします。 

       本件に関し、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 

 

（ 「異議なし。」との声  ） 

 

議 長    ご異議なしと認めます。よって、議案第６号相馬市農業委員会農

地移動適正化あっせん基準の変更については、原案のとおり決せ

られました。 

       以上で、提出された議案すべて終了といたします。本日決定した

ことの取り扱いについては、議長に一任願いたいと存じますが、ご

異議ありませんか。 

 

（ 「異議なし。」との声  ） 

 

議 長    ご異議なしと認めます。 

以上をもちまして、第２９回相馬市農業委員会総会を閉会とい

たします。      
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相馬市農業委員会会議規則第１８条第１項及び第２項の規定により署名する。 

 

 

 

 

 

相馬市農業委員会   会 長   前 川  正 人 

 

 

 

 

議事録署名委員     ３番   目 黒  正 一 

 

 

 

 

議事録署名委員     ５番   佐 藤  雄 一 

 

 

 


